
Ⅰ．緒言
2016年発行の「国民衛生の動向（2015/2016

年度）」によれば，1975年から今日まで約30
万人の患者が精神科に入院している．疾患の
分類別では，統合失調症は70万人を超え，そ
のうちの約10～30％が多飲症症状を呈すると
いわれている．多飲症の特徴として大きく２
つあり，精神症状は，易怒的で攻撃的にな
り，看護師が暴言や暴力を受けることは少な
くない．また，身体症状では嘔気や嘔吐など
の電解質バランス異常により，悪化すると横
紋筋融解や脳圧亢進などの命にかかわる症状
を呈する場合もある．多飲症は，抗精神病薬

の副作用による口渇やストレスなどによる
コーピング行動として多量の飲水をすること
などが要因と考えられているが，明らかな原
因は示されていない．また，多飲症は一度発症
すると，隔離室の使用や拘束しなければなら
ない状況になる場合もあり，患者は勿論のこ
と看護師にとっても大きな負担となっている．

ここ数年，新薬の開発により副作用が軽減
されているものの未だ多飲症症状に対する治
療は困難を極めているのが状況である．その
ような中で，近年，一部の病院において，小
規模ではあるが，患者－看護師の関係性に着
目した実践により成果を収めた施設がある．
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多飲症・水中毒に関する川上と松浦（2010）の研究成果は，飲水制限中心の看護から，いかに安全に

飲水をしてもらうかという考え方に着目した画期的な方法であり多飲症患者に対する「かかわり」の方

法を確立させたという報告は，看護師にとって大きな衝撃となった．

そこで，本稿の目的は，精神科臨床で行われてきた，多飲症を呈する統合失調症患者に関する看護介

入が，川上ら（2010）の研究成果の前後でどのように変化してきたのか．その動向を知ることである．

2007年～2015年の22文献を検討した結果，2011年以前は，飲水制限が前提で多飲行動に移行しないよう

な指示的，指導的な介入が中心に行われており，看護師個人の力量に委ねられる部分が大きかった．し

かし，2012年以降では，看護師個人ではなく，カンファレンスや多職種連携による支持的で肯定的な看

護介入が行われていた．今後，看護介入の効果が見られなかった困難事例を分析し，新たな段階として

検討する必要がある．
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川上と松浦（2010）は，患者－看護師間にお
ける「関係性」に着目しており，「何度，話し
てもわかってくれない患者」という認識では
なく，対象を知り，理解を深めるという視点
で介入を進め成果を収めている．また，茂木

（2012）は多飲症患者の特徴について共分散
構造分析の結果では，「看護師との関係性」
について関係が強いことを明らかにした．

そこで，多飲症の看護介入は，川上と松浦
（2010）の研究成果の前後でどのように変化
してきたのか，その動向を知ることである．

Ⅰ．目的
統合失調症の多飲症の看護介入を中心に文

献検討し，川上と松浦（2010）の研究成果の
前後５年でどのように変化してきたのか，そ
の動向を知る．

Ⅱ．方法
文献収集は，Web版医学中央雑誌の検索

データベースを用い，キーワードは，「精神
看護and統合失調症and水中毒and多飲水/
多飲症」，検索期間は，2010年を基準として，
2007年-2011年迄と2012-2015年迄の前後とし
た．46文献ある中から多飲症の看護介入に関
する文献の22文献を抽出した．それらを精読
し，類似すると認められる内容について分析
した．

Ⅲ．用語の定義
多飲症：飲水に対するセルフケア能力が低

下しているために，体重が著明に増加するほ
どの飲水をしてしまうことであり，過剰な水
分摂取により日常の生活にさまざまな支障を
きたすことである（川上・松浦，2010）．

Ⅳ．結果
１．2007-2011年の多飲症に関する研究
（11件）

多飲症に関する研究は，１事例から数事例
を対象とするものが多く，看護介入は看護師
個人の試行錯誤的な方法や行動療法的な介入
が行われていた．

柴田（2008）は，統合失調症で水中毒症状
を起こし，これまでに嘔吐や痙攣発作をおこ
した経験のある患者に対し，マンツーマンに
よるかかわりを持った事例を報告した．ま
た，この患者は看護者に対する衝動的な暴力
行為が何度もあり，４年以上にわたり身体的
拘束の状態にある意思の疎通が困難な患者で
あった．会話はほとんど成り立たず，理解力
の程度も不明な患者を対象としていた．柴田

（2008）が行なった介入は，入浴時や開放時
間を活用し，マンツーマンでかかわり，飲水
行為以外に関心が向くような介入を行った．
患者とのかかわる時間を多く持つことで意思
の疎通が図れるようになり，関係の構築が安
心感につながり，行動変容できたものと考え
られる．

この患者のように多飲症症状を呈する患者
には，意思疎通が困難な患者は少なくない．
また，過去に何度も様々な介入を試みたにも
かかわらず，多飲症症状が続いたり，水中毒
に移行したりしてしまい隔離室の使用や拘束
により行動制限を強いられる場合もある．こ
のような状況にいる多飲症症状を示す患者に
対し「言っても分からない人」と看護師とし
ての諦めや疲弊感を持つことに繋がっている
と考えられる．

福岡（2008）や渡辺・上島・池田他（2009）
は，１事例の患者に対し，個人指導を中心と
しながらも，複数患者とのグループワークや
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スタッフ全体との連携を取り，患者との信頼
関係を深めていった．また，多飲症の症状を
呈する患者について，福岡（2008）は精神状
態の悪化や長期隔離のため，いままで思いを
上手に表現できず，ストレスとなり多飲行動
へとつながっていたものと述べており，開放
時間の延長やスタッフ全員の飲水に対する密
なかかわりがストレスの軽減となり，多飲症
症状の軽減につながったものと考えられる．

次に，田島・江上・長野他（2009）の研究
では，２事例の患者に対し，行動療法の一つ
であるトークン・エコノミーの動機づけが行
われていた．飲水に対する指示・抑止などの
関わりを中止し，対症療法的な支持的援助を
行うことに加え，患者の希望するものを受容
するといったトークン・エコノミー式の動機
付けを行っていた．その例としては，飲水に
代わるものとして，スタッフとの接触を多く
する目的であめ玉を渡すようにしていた．ま
た，おやつ制限の緩和も行った．その結果
は，患者の精神的ストレスが緩和され，１名
の患者は精神安定に繋がった．しかし，1名
の患者は，６か月後には自制困難となったと
述べている（田島他，2009）．

また，大田・伊藤・山崎（2009）は，統合
失調症およびてんかんの疑いにて入院した50
歳代前半の男性患者に行動療法的アプローチ
を行なっている．患者の状態は，疎通性が悪
く思考の混乱が強く多飲水と尿失禁を認め，
最大10kgの体重増加があったが，飲水制限
の結果，体重は戻り，検査により意識障害は
水中毒によるものと診断される状態であった

（大田他，2009）．この患者に行動療法的アプ
ローチとして体重測定および体重チェック表
の自己記入による意識付けを行い，同時に支
持的な介入も行ったことで，30日間で行動変

容を起こすことができたのである（大田他，
2009）．それには，全スタッフが情報を共有
して一貫性をもち，繰り返しアプローチする
ことが重要であると述べている（大田他，
2009）．これまでは，看護師と患者とのかか
わりを中心に述べてきたが，次に，身体の細
胞レベルで多飲症について考えたい．

佐藤・作田・宮崎他（2011）は，人体に微
弱な交流電気を流し，細胞内の水分量を測定
する機器である生体インピーダンス法を用い
て，統合失調症患者の特徴を細胞レベルの状
態について報告している．生体インピーダン
ス法とは，体内水分率や細胞内水分率の測定
した結果を示すものであり，多飲症の患者
は，どうして多飲行動にはしってしまうの
か．という問いに対し答えを導くには，その
答えのひとつとして最短の解答を得られるも
のであると考えている．

佐藤他（2011）は，Ｙ県内の精神科病院５
施設に入院している女性患者26名を対象に，
生体インピーダンス法を用いて体内水分率や
細胞内水分率の測定を行い，健常対照群（38
名）と比較した．その結果は，患者群は体内
水分率・細胞内水分率とも有意に低いことが
確認され，統合失調症患者の体内水分量低下
は男女に共通した患者全体の特徴であると考
えられたという結果を示した（佐藤他，2011）．

統合失調症の患者が多飲症症状を呈すると
いう理由のひとつには，患者自身がどうする
こともできない細胞レベルでの脱水傾向があ
るということが分かってきているのである．
つまり，どうして水にこだわり，水を飲むの
かということは身体の水分が不足していると
いう細胞レベルでの身体の状態が求めている
ものであるということが多飲症症状に関する
一つの要因であるといえるのである．
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２．2012-2015年の多飲症に関する研究
（11件）

多飲症に関する研究は，１事例から数事例
を対象とするものが多く，この時期の看護介
入には「ポジティブ」や「信頼関係」につな
がる内容を含んでいた．また，看護師に対す
るインタビュー調査から看護介入を検討し，
介入に反映させた研究もあった．

堂ヶ平・三門・岡浦（2012）は，これまで
の看護師の管理的なかかわりが患者の飲水行
動を悪化させる要因の１つであり，患者－看
護師関係の改善が必要であることに着目し，
３ヵ月間にわたり，患者とマンツーマンでか
かわりをもち，週課表を媒体として患者とと
もに週課表の作成を行った．週課表を通し自
己評価を行いながらかかわることで，入浴や
買い物などの日常生活動作の拡大がはかれた
と述べている（堂ヶ平他，2012）．また，飲
水量とコップの管理などに対する行動制限の
緩和も行なわれ，看護師からのポジティブ・
フィードバックは自尊感情の芽生えに繋が
り，自ら飲水について気にかける程の飲水に
対する行動変容が見られるようになっていた
ということである（堂ヶ平他，2012）．患者
にとって，週課表を取り入れた個別的アプ
ローチは有効であり，患者－看護師関係の再
構築ができたと述べている．また，大田・楳
原・千葉他（2012）や高岡（2012）は，多飲
症症状を示す患者について，患者が「された
いかかわり」や「希望に応じたかかわり」を
実施し，多飲行動の改善につながったと述べ
ている．この過程において，安心感や長期的
な視点で見守ること，前向きな声かけをして
ゆくことが大切であることが分かったと述べ
ている．また，岡浦・堂ヶ平・三門（2012）は，
対象となる患者のケアの確認のために，事前

に病棟看護師18名を対象にアンケート調査を
行い，病棟学習会とカンファレンスを実施し
ている．その結果を踏まえ，管理的な看護が
多飲水行動を誘発していると考え，飲水管理
の緩和や指導的な声かけも控えることで患者
は，隠れ飲水や蛇口飲水する行動はみられな
かったと述べている．

次に，小松（2012），持田（2014）や坂根・
奥（2014）は，水中毒を対象に，「申告飲水」
という看護援助を提案し実施した．この方法
については，精神状態，飲水状況，体重変
化，開放時間の変化からその有効性を検証し
ている．看護者は，患者の飲みたい思いを尊
重し，看護師間での意思統一をすることで，
患者の状態を共通認識し，可能な飲水量の提
示により，申告飲水による飲水行動の改善に
つながったと述べている．

また，山崎・白井・浅野他（2013）は，14
名の統合失調症の多飲症患者を対象とし，川
上・松浦の多飲症心理教育を参考に作成した
テキストを用い，多職種で分担してプログラ
ムを実施した．心理教育実施前後で参加群と
不参加群の体重，コーピング，コンプライア
ンス行動，精神障害のある人の生活障害を包
括的に捉える尺度のひとつである精神障害者
社会生活評価尺度（Life Assessment Scale
for the Mentally Ill : LASMI）や簡易精神症
状評価尺度（Brief Psychiatric Rating Scale：
BPRS）をデータ収集し，各群における心理
教育実施前後と参加群および不参加群の２群
間の比較を行った．その結果，体重および
コーピング，LASMIの労働課題の遂行，コ
ンプライアンス行動で介入前後に有意な変化
が認められ，BPRSでは変化が認められな
かった．また，これらの結果より心理教育の
参加群はストレス対処能力が向上しており，
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さらに体重が心理教育実施前後で有意に減少
していたということが述べられており，心理
教育はストレスによる多飲行動の改善につな
がると考えられるということが分かった．

岩下・大田・藤田（2014）は，集団での心
理教育と心理的側面に配慮した生活指導をす
ることで，ストレスをあまり感じさせること
なく水分の自己管理ができないかと考え，５
名の患者に実施している．その結果では，３
名は水中毒の知識が深まり，自己管理の意欲
が高まった．他の１名は管理能力の向上まで
には至らなかったが，精神症状が軽減した．
もう１名は管理能力・精神症状とも改善しな
かったと報告している（岩下他，2014）．

最後に茂木（2012）は，看護師に対し，多
飲症患者の看護介入に対するインタビュー調
査を行っている．多飲症の看護経験があり，
看護部より優れていると推薦された看護師を
対象としてインタビューを行った結果，そう
いった経験豊富な看護師は１．多飲症症状が
現れていないとき，２．多飲症症状が表れた
とき，３．水中毒症状に移行したとき，の３
つの多飲症の看護の段階を示した．さらに，
患者－看護師関係の実践について述べてお
り，多飲症の予測がされる患者に対しても，
日常の関わりの中から注意深い観察を行って
いることがわかったと述べている（茂木，
2012）．

Ⅴ．考察
１．2007-2011年の多飲症に関する研究

多飲症に関する研究は，１事例から数事例
を対象とし，看護介入は看護師個人の試行錯
誤的な方法や行動療法的な介入が中心となり
行われていた．事例報告の対象は，統合失調
症で水中毒症状を起こし，嘔吐や痙攣発作を

おこした経験のある患者が多く，患者－看護
師間における衝動的な暴力行為や身体拘束の
状態にある意思の疎通が困難な患者であっ
た．こういった患者を対象とし，身体の清潔
ケアや入浴時，開放時間を活用してかかわる
時間をもつことなど，基本的にはマンツーマ
ンによるかかわりを持つことで，飲水行為以
外に関心が向くようになった．それから意思
の疎通が図れるようになり，患者－看護師関
係の構築により，それが患者の安心感となり，
行動変容につながったものと考えられた．

今回の事例である対象は，多飲症症状を呈
する統合失調症患者であり，患者と看護師間
の意思疎通はお互いに困難であるために，ど
うしても管理的な関わりをもつことになって
しまう．しかし，看護師は多飲症症状を早期
発見し，水中毒に移行する前に命を守るため
に介入しようと考えることは当然であったと
いえよう．近年，新薬の開発により，薬効が
高く副作用が少なくなってきている．かつて
は多剤併用で処方されることが一般的であ
り，口渇をはじめ，便秘やジスキネジア，遅
発性ジスキネジア，ジストニア等の強い副作
用を示すことは稀ではなかった．現在は単剤
となりつつあり，１日３回から寝る前の４回
と服薬回数や量が多かったものが，朝夕など
に減量となり，副作用に関する多飲傾向も軽
減されてきているといえる．しかし，個々の
患者の状態により，副作用の強い定型薬に頼
らざるを得ない患者も少なくない．

多飲症症状が続いたり，水中毒に移行した
りして，隔離室や拘束などの行動制限を強い
られる場合には，患者自身は正確に記憶して
いる部分と妄想などによる誤った記憶をして
いる場合があり，被害妄想による対人関係の
不安や不信，コミュニケーションの困難さも
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抱えている．このような状況にいる多飲症症
状を示す患者は，看護師から観ると“言って
も分からない人”となってしまい，看護師の
諦めや疲弊感を持つことに繋がり，患者－看
護師間においても，「困っている状況はお互
いにある」という認識をもつ必要があるとい
える．

福岡（2008）や渡辺他（2009）の報告は，
１事例の患者に対し，個人の指導を中心とし
ながらも，複数患者とのグループワークやス
タッフ全体との連携を取り，患者との信頼関
係を深めていったという結果であった．この
ことは，個人の力量を求められることはどの
ような場合でも起こりうるが，複数の患者と
の関係を用いた教育的指導は，集団心理教育
やSSTなどを活用した場面があった．また，
スタッフ全体との連携を取り，患者との信頼
関係を深めていった．

しかし，多飲症症状の対策についてのディ
スカッションは，十分に機能していなかった
と考えられる．そして，福岡（2008）は精神
状態の悪化や長期隔離のため，患者は自分の
思いを上手く表現できず，ストレスにより多
飲行動へとつながっていたものと述べてお
り，開放時間の延長やスタッフ全員の飲水に
対する密なかかわりが，ストレスの軽減につ
ながったと述べている．これらの研究結果が
示す意味は，スタッフ全体との連携を取り，
患者との信頼関係を深めることであり，コ
ミュニケーションが苦手な患者の話を丁寧に
聞くことが，ストレス軽減になると考えられ
るのである．さらに，その関係の先には多飲
行動の軽減につながっていくといえる．

次に，田島他（2009）の研究では，２事例
の患者に対し，トークン・エコノミーの動機
づけを行っていた．飲水に対する指示・抑止

などの関わりを中止し，対症療法的な支持的
援助を行うことや患者の希望するものを受容
するといったトークン・エコノミー式の動機
付けが行われた．この方法は，スタッフとの
接触を多くしたり，おやつ制限の緩和を行っ
たりしたことで，患者の精神的ストレスが緩
和されたものと考えられる．しかし，１名の
患者は，６か月後には自制困難となったと述
べており，介入の効果が表れなかった患者も
いるという認識をもつ必要がある．

また，大田他（2009）は，統合失調症，お
よびてんかんの疑いにて入院した50歳代前半
の男性患者に，行動療法的アプローチを行っ
た．行動療法的アプローチでは体重測定，お
よび体重チェック表の自己記入による意識付
けと支持的な介入を行った結果，30日間で行
動変容を起こした．この成果は，全スタッフ
が情報を共有して一貫性をもち，繰り返しア
プローチしたことが挙げられている．ここま
では，看護師と患者とのかかわりを中心に述
べてきたが，以前は，スタッフとの連携やス
タッフとの情報共有という基本的な介入の姿
勢が十分生かされていなかったことに着目す
る必要があるだろう．

最後に，多飲症を身体の細胞レベルで着目
した研究について考察する．佐藤他（2011）
は，生体インピーダンス法を用いて，統合失
調症患者の細胞レベルの状態を報告した．

生体インピーダンス法は，体内水分率や細
胞内水分率の測定した結果を示すものであ
り，測定時の患者への負担は殆どない．その
ため，多飲症の患者が多飲行動にはしってし
まう場合には．対象がどのような細胞の状態
にあるのかについて，最短の解答を得られる
ものであると考えている．佐藤は，入院して
いる女性患者26名を対象に，生体インピーダ
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ンス法による体内水分率や細胞内水分率の測
定を行なった．これを健常対照群（38名）と
比較した結果について，患者群は体内水分
率・細胞内水分率とも有意に低いことが確認
されたのである．先行研究により，統合失調
症患者の体内水分量低下は男女に共通した患
者全体の特徴であるという結果を示した．統
合失調症の患者が，水を大量に飲むという理
由のひとつには，患者自身の意思にかかわら
ず，細胞レベルでの脱水傾向があるというこ
とが分かってきているのである．このことか
ら，どうして我慢できないのかということを
問うことは，細胞レベルでの水分が不足して
いるという身体の状態を十分把握していな
かったと考える必要があるだろう．

以上のことから，多飲症患者の研究は，衝
動的な暴力行為が何度もあったり，複数年の
身体的拘束が必要とされたりするような人格
荒廃や認知機能の低い患者が対象とされてき
た．2007-2011年の看護介入の視点は，どう
すれば飲水制限ができるのか，多飲行動に移
行しないかという指示的，指導的な介入が中
心に行われていた．それはマンツーマンで，
かかわらざるを得ないという看護師個人の力
量に委ねられる部分が大きかったことが原因
の一つであろう．しかし，一部の研究では，
細胞レベルでの脱水傾向を示すのが統合失調
症患者の特徴であることが分かり，フィジカ
ルアセスメントの重要性も示唆された．

２．2012-2015年の多飲症に関する研究
2012-2015年は，2007-2011年と同様に多飲

症に関する研究は，１事例から数事例を対象
とするものであった．2012-2015年の看護介
入は，指導的な内容や教育という立場での姿
勢よりも「ポジティブ」や「信頼関係」，「肯

定的なかかわり」を意識して患者に向かって
いると考えられる．2007-2011年の看護師の
管理的なかかわりは，「何かをしてはいけな
い」や「ここまでしか飲めない」というよう
な患者の飲水行動に対する制限をする言動で
あり，ストレスとなって症状を悪化させる要
因の１つであるといえる．

患者－看護師関係を見直すことは，両者の
関係の改善につながり，信頼関係の回復につ
ながっていくと考えられる．さらに患者とマ
ンツーマンでかかわりを持ったり，患者とと
もに週課表の作成を行なったりと，個を重視
した関わりを持つような考え方に変化してい
ることがいえる．また，日常生活の介入場面
においては，外出や買い物などに同行するこ
とで，患者はどのような食べ物が好きだった
のか．どのような色の服装や日用品が必要な
のかなど，病院内ではみることができない患
者の表情や実態を観察することができる．

このように，本来持っていた患者の生活体
験や社会経験を聞く機会につながる場面もあ
り，こういった機会をもつことで日常生活の
拡大をはかっていくことは，入院生活の中か
らも，社会復帰に向けた小さな第一歩となる
と考えられるのである．

また，多飲症症状の関わりとしての行動制
限も緩和されるようになり，看護師からのポ
ジティブ・フィードバックは，自我障害があ
る統合失調症の患者にとって自尊感情が高め
られ，日々の生活の中にゆとりを持った行動
ができていくと考えられる．大田他（2012）
や高岡（2012）は，多飲症患者が，「されたい
かかわり」や「希望に応じたかかわり」を実
施し，多飲行動の改善につながったと述べて
いる．かつては，患者が何かについて選択を
するという自由はほとんどなかった時期もあ
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る．そのため，看護師が選択肢の提示をしても，
患者は戸惑うような返事をする場面もあった．
しかし，ここ数年，患者は安心感や長期的な
視点で見守りの看護を受け，前向きな声かけ
をされることで，より安心感を得ることがで
きるようになってきていると考えられる．

次に小松（2012）や持田（2014），坂根・
奥（2014）は，水中毒を対象に，「申告飲水」
という看護援助を実施していた．この方法を
10年ほど前から行っている施設もあったが，
単なる水や水道水，ペットボトルのお茶など
種類があるために，患者の飲水量の基準が不
明確になったという施設の情報もあった．し
かし，現時点での研究成果は，病棟で統一し
た内容を示しており，患者が迷うことなく，
一貫した姿勢で看護師が向きあっていること
が推察される．看護師は，患者の飲みたいと
いう思いを「またか」，と聞くのではなく，
十分に患者の状態や状況を尊重し，看護師間
での意思統一をすることで，可能な飲水量の
提示や申告飲水による飲水行動の改善につな
がったと考えられる．また，山崎他（2013）
は，川上・松浦（2010）の多飲症心理教育を
参考に作成したテキストを用い，多職種で分
担してプログラムを実施した．心理教育実施
前後と参加群および不参加群の２群間の比較
を行った．これらの結果から，心理教育の参
加群はストレス対処能力が向上しており，さ
らに，体重が心理教育実施前後で有意に減少
していたということが述べられていた．そし
て，心理教育はストレスによる多飲行動の改
善につながると考えられるということが分
かった．岩下他（2014）は，集団での心理教
育と心理的側面に配慮した生活指導をするこ
とで，ストレスをあまり感じさせることなく
水分の自己管理ができないかと考えて５名の

患者に実施した．これらの５名のように，患
者の状態は様々であり，話して分かるという
思考を働かせることができる状態の患者ばか
りではない．そのため，患者個人の基礎的な
思考レベルの確認をしておくことも必要であ
ると考えられるのである．

茂木（2012）は，看護師に対し，多飲症患
者の看護介入に対するインタビュー調査を
行った結果から，看護師は多飲症症状が現れ
る患者に対し，症状の有無にかかわらず，３
つの段階的な看護を実践していることが分か
り，症状にあった対応をおこなっており，さ
らに多飲症の予測がされる患者に対しても注
意深い観察をしていることがわかったと述べ
ている．

このように，患者にとって個別的アプロー
チは，統合失調症である自我障害を持つ部分
に働きかけることであり，一人の対象に向き
合うという有効な手段であると考えられる．
強制的な指導や指示ではなく，統合失調症の
多飲症の患者に向き合うときには，一人の人
であり，個人として大切にされることは，歴
史を振り返ると想像できないほどの変化があ
るといえよう．

これまでの状況や環境から，多飲症の患者-
看護師関係の構築という考えはあまり，重要
視されていなかったものと考えられる．10年
前までは，ほとんどの看護師は多飲症や水中
毒といわれている患者に対し，先が見えない
看護の対象であり，疲弊感が優先される状況
であった．しかし，本研究を進めていくと，
川上・松浦（2010）のモデルを基盤として検討
している施設もあり，より具体的な多飲症の
看護の実践方法が示されたことで，それを活
用している施設もあるということが分かった．

嘗て，呉秀三は，鎖でつながれていた精神
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障がい者を鎖から解放し，社会一般ではやっ
と「患者」という対象として認められるよう
になったのである．精神障害が病気であり，

「病人である」と認識されるようになって久
しい．科学や医学が進歩してきている中で，
精神科領域で働く看護師が，指示的や抑止な
どを中心にかかわるのではなく，全スタッフ
が情報共有し一貫性をもったかかわりをもつ
ことは，統合失調症の多飲症の患者に対し，
自我に働きかける活動であり有効な看護介入
のひとつであるといえる．また，看護師が諦
めずポジティブに繰り返しアプローチするこ
との重要性を再確認することができた．

以上のことから，川上・松浦（2012）の研
究成果である患者－看護師間における「かか
わり」に着目して実践された看護介入の視点
は，その後，どのようにいかされていたの
か．上地・古堅・比屋他（2015）は，看護者
は，療養者が自分らしさを取り戻していく過
程を暖かく見守り，じっと待つ姿勢で支えて
いくことが大切である．「スタッフが変われば
患者も変わる」というプラスの思考で患者－
看護師関係を良好にできると述べている．

今後は，統合失調症の患者の多飲行動は制
限するのではなく，看護師は，対象理解に基
づきどうすれば無理なく飲水制限ができる
か，や，ストレスなどを考慮したり，心理教
育などを用いたりしながら，看護介入を継続
していく必要がある．また，患者が参加する
ような介入も行われており，個人に着目した
介入の実践についてすすめていくことが期待
される．

Ⅵ．結論
2007年から2015年迄の多飲症症状を呈する

統合失調症患者に関する看護介入については

以下の動向がみられた．
１．2007-2011年の多飲症に関する研究は，

飲水制限が前提で多飲行動に移行しないよう
な指示的，指導的な介入が中心に行われてお
り，看護師個人の力量に委ねられる部分が大
きかった．

２．2012-2015年の多飲症に関する研究で
は，統合失調症の患者の多飲行動に対し看護
師個人ではなく，カンファレンスや多職種連
携による支持的で肯定的な看護介入が行われ
ていた．

以上，多飲症患者への看護介入は指示的，
指導的傾向から，対象理解等を考慮した看護
へと変化してきたことが分かった．

Ⅶ．今後の課題
今後は，対象理解を考慮したポジティブな

視点での看護介入が求められるといえる．ま
た，これまでの困難事例の状況や状態につい
ては更に，調査・分析し，新たな段階として
検討していく必要がある．

なお，本研究は，平成28年度中京学院大学
看護学部共同研究費を得て行った研究の一部
である．
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